




林業機械を所有している事業主の皆さまへ

危険防止設備の緊急整備が必要です

労働安全衛生規則の一部改正

設備費用の一部について助成します（平成２６年度のみ）

林業機械を所有している事業主の皆さまへ

危険防止設備の緊急整備が必要です

労働安全衛生規則の一部改正

防護柵の助成額事業費（設置費用）の１／２とします。

なお、１台当たりの助成額の上限は、フロントガード１５万円　ヘッドガード１０万円

前照灯５万円とします。

助成対象者：労働安全衛生規則に定める車両系木材伐出機械を有する者。

【お問い合わせ】　　公益財団法人　森林ネットおおいた

　　　　　　　　　総務部　TEL　０９７－５４６－３００９

　車両系木材伐出機械（伐木等機械、走行集材及び架線集材機械をいう）、機械集材装置及び簡易架線集材装

置の集材機について、「機械の構造に係る規定」が以下のとおり新設されました。

１．作業を安全に行うため必要な照度が保持されていない場所において、車両系木材伐出機械と立木等との

接触等を防止するため、前照灯を備えた車両系木材伐出機械でなければ使用してはならない。

２．車両系木材伐出機械を用いて伐木・原木等の集材等の作業を行うときは、運転者の頭上に立木等が飛来、

落下する恐れがあることから、堅固なヘッドガードを備えた車両系木材伐出機械で無ければ使用してはなら

ない。（機械集材装置の集材機も同様）

３．車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、原木等が飛来して運転者に激突する等の危険があるこ

とから、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼす恐れのあるときは、運転席の防護柵等当該危険を防止

するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。（機械集材装置及び簡易架線集材装置の集材機

も同様）

－３－

－平成 26 年 6月 1日施工－

なお、平成 26 年 5月 31 日において、「現に製造しているもの」又は「現に存するもの」については、前照灯、

ヘッドガード、防護柵等についての経過措置として、平成 26 年 11 月 30 日まで適応しないとされています。










